
 

第３号議案 一般社団法人下松工業会事務所移転(案) 

 

一般社団法人下松工業会の事務所を、下松工業会館３階から母校の化学実習棟２階旧高電圧室（現

在空室）に移転し、令和７年６月より同窓会事務局として業務を行うこととする。これにより、光熱

費を含め月７６，０００円の賃貸料が月約２３，０００円程度と経費が削減できる。 

 

 

 

第４号議案 一般社団法人下松工業会定款改正(案)  

 

一般社団法人下松工業会の事務所移転にともない所在地を下記の通りに改正する。 

 

改正前 改正後 

事務所 

第２条 この法人は、主たる事務所を山口県

下松市北斗町１２番４号に置く。 

事務所 

第２条 この法人は、主たる事務所を山口県

下松市美里町４丁目１３番１号  

山口県立下松工業高等学校校内に置

く。 

 附 則 

５ この定款は、令和７年５月１０日から適

用する。 

 

 

 



 

第５号議案    令和７年度事業計画（案） 

 

 

１ 定時総会の開催（５月１０日（土） きらぼし館） 

 

２ 組織の充実と強化 

①地域懇談会（支部）の再編に関する支援 

 ・企業支部退職者及び企業支部解散における地域支部への入会斡旋 

 ・地域、企業支部代表者との懇談交流会の実施（１２月） 

 ②さくらクラブ（女子会）を育成し、より充実を図る。（下工祭でのお茶席継続、役員登用の検討） 

③学年幹事会の再開催（学年幹事との情報交換会を検討） 

④在校生への意識付け 

 ・在校生への会報の配布（１回/年） 

 ・体育大会、下工祭への参加 

・先生方や、ＰＴＡとの交流を図る（スポーツ交流） 

 ・同窓会入会式及び新学年幹事委嘱（２月） 

 ・文化体育活動支援事業の見える化（助成金贈呈は全校生徒の前で実施を検討） 

 

３ 広報活動の推進 

・会報５６号の発行（年１回の発行） 

・ホームページの充実とタイムリーな更新 

・新たな双方向性を持った情報手段の検討（LINE、インスタグラム、SNS等） 

 

４ 文化、レクリエーション活動の推進 

 ・七彩会ゴルフ大会（１０／８(水) 中須ゴルフ倶楽部） 

・親睦ボウリング大会（８月くだまつスポーツセンター）母校の先生、ＰＴＡ含む 

 

５ 母校生徒支援事業 

 ・文化体育活動支援事業助成金の交付（随時） 

 ・奉仕による支援（庭木剪定作業：１１月） 

・３年生への面接指導の実施 

 

６ 運営方針 

・一般社団法人下松工業会の解散に向けた準備 

・有効な事業仕分けと運営方法検討 

・司法書士への外部委託検討 

 

７ 税理士法人藤中会計との会計処理業務の遂行 

 

８ 地域行事等への参加 

 ・北斗町行事参加（５月） 

  


